
一

（
内
閣
委
員
会
）

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
四
八
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

１

個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
一
定
の
場
合
を
除
き
、
個
人
の
権
利
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
大
き
い
個
人
デ
ー
タ
の
漏

え
い
等
の
事
態
が
生
じ
た
と
き
は
、
個
人
情
報
保
護
委
員
会
に
報
告
し
、
本
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
外
国
に
あ
る
第
三
者
へ
の
個
人
デ
ー
タ
の
提
供
を
認
め
る
旨
の
本
人
の
同
意
を
得
よ
う
と

す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
本
人
に
参
考
と
な
る
べ
き
情
報
を
当
該
本
人
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

本
人
は
、
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
に
対
し
、
当
該
本
人
が
識
別
さ
れ
る
保
有
個
人
デ
ー
タ
の
取
扱
い
に
よ
り
当
該
本
人

の
権
利
又
は
正
当
な
利
益
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
等
の
一
定
の
場
合
に
は
、
当
該
保
有
個
人
デ
ー
タ
の
利
用
停

止
等
又
は
第
三
者
へ
の
提
供
の
停
止
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

個
人
情
報
に
含
ま
れ
る
記
述
等
の
削
除
等
に
よ
り
他
の
情
報
と
照
合
し
な
い
限
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
よ
う
に
加
工
し
た
も
の
を
仮
名
加
工
情
報
と
定
義
す
る
。
仮
名
加
工
情
報
取
扱
事
業
者
（
個
人
情
報
取
扱
事
業
者



二

で
あ
る
者
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
一
定
の
場
合
を
除
き
、
特
定
さ
れ
た
利
用
目
的
の
達
成
に
必
要
な
範
囲
を
超
え

て
、
仮
名
加
工
情
報
（
個
人
情
報
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。）
を
取
り
扱
っ
て
は
な
ら
な
い
。

５

仮
名
加
工
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
一
定
の
場
合
を
除
き
、
仮
名
加
工
情
報
で
あ
る
個
人
デ
ー
タ
を
第
三
者
に
提
供
し
て

は
な
ら
な
い
。

６

仮
名
加
工
情
報
に
つ
い
て
は
、
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
の
義
務
に
関
す
る
規
定
の
一
部
は
、
適
用
し
な
い
。

７

こ
の
法
律
は
、
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
等
が
、
国
内
に
あ
る
者
に
対
す
る
物
品
又
は
役
務
の
提
供
に
関
連
し
て
、
国
内

に
あ
る
者
を
本
人
と
す
る
個
人
情
報
等
を
、
外
国
に
お
い
て
取
り
扱
う
場
合
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。

８

個
人
情
報
保
護
委
員
会
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
行
為
者
に
対
す
る
法
定
刑
を
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の

罰
金
に
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、
両
罰
規
定
に
よ
る
法
人
等
に
対
す
る
罰
金
の
上
限
額
を
一
億
円
に
引
き
上
げ
る
。

二
、
一
の
１
の
規
定
の
整
備
等
に
伴
い
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法

律
及
び
医
療
分
野
の
研
究
開
発
に
資
す
る
た
め
の
匿
名
加
工
医
療
情
報
に
関
す
る
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
。

三
、
こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
。


